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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】内視鏡カプセルの直交座標の３つの軸に対する
集積磁石を有する内視鏡カプセルの方向付け制御を可能
とすることでカプセル型内視鏡の位置決定能力を改善さ
せること、且つその検査の正確度を増加させる。
【解決手段】画像記録ユニット４，６と、画像データ処
理ユニット１０と、重力方向に対するカプセル型内視鏡
の位置データを提供する位置センサと、データ伝送ユニ
ット１２と、ユニット４，６，１０，１２及びセンサに
エネルギーを供給するエネルギー源３と、永久磁石５と
を有する磁気駆動カプセル型内視鏡を開示する。永久磁
石５はカプセル型内視鏡の重心及び幾何学的中心に対し
オフセットされて配列される。
【選択図】図１ｂ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像記録ユニット(４，６)と、画像データ処理ユニット(１０)と、重心方向に関するカ
プセル内視鏡の位置データを提供する位置センサ(１６)と、データ伝送ユニット(１２)と
、ユニット(４，６，１０，１２)及びセンサ(１６)にエネルギーを供給するエネルギー源
(３)と、及び永久磁石(５)である磁石とを有するカプセル型内視鏡において、
　前記磁石(５)は、前記カプセル型内視鏡の重心及び幾何学的中心に対しオフセットされ
て配置されることを特徴とするカプセル型内視鏡。
【請求項２】
　前記磁石(５)は、磁気分極(magnetic polarization)が前記画像記録ユニット(４，６)
の画像記録方向に配向されるように配置されることを特徴とする請求項１に記載のカプセ
ル型内視鏡。
【請求項３】
　前記画像記録ユニット（４，６）は、ハウジングの長手方向軸(２３)が前記画像記録ユ
ニット(４，６)の光軸(１１)に実質的に一致するように、シリンダー型ハウジング(１，
２)の一つの軸の端部が配設されることを特徴とする請求項１または２に記載のカプセル
型内視鏡。
【請求項４】
　前記磁石(５)は、前記カプセル型内視鏡の重心及び幾何学的中心に対しオフセットされ
るように前記ハウジングの長手方向軸(２３)に対し実質的に直角に配置されることを特徴
とする請求項３に記載のカプセル型内視鏡。
【請求項５】
　前記磁石(５)は、前記ハウジングの長手方向軸(２３)だけでなく前記画像データ処理ユ
ニット(１０)と対向する前記ハウジングの長手方向軸に対し平行に配置されることを特徴
とする請求項４に記載のカプセル型内視鏡。
【請求項６】
　前記エネルギー源(３)は、前記画像データ処理ユニット(１２)と前記永久磁石(５)との
間に配置されることを特徴とする請求項４に記載のカプセル型内視鏡。
【請求項７】
　前記エネルギー源(３)は、それぞれのフラットな平面が前記ハウジングの長手方向軸(
２３)に平行に配向される、少なくとも１つのボタン電池から構成されることを特徴とす
る請求項６に記載のカプセル型内視鏡。
【請求項８】
　前記エネルギー源(３)は、患者の体外からの電気エネルギーの誘導伝達に適したコイル
装置から構成されることを特徴とする請求項６に記載のカプセル型内視鏡。
【請求項９】
　請求項１乃至請求項８のいずれか１項に記載のカプセル型内視鏡及び駆動手段を含む内
視鏡装置において、
　前記駆動手段は、コンピュータ(１７)により制御されるロボットアーム(１４)に装着さ
れる永久磁石である体外磁石(１３)を有することを特徴とする内視鏡装置。
【請求項１０】
　前記駆動手段のコンピュータ(１７)は、画像データ及び前記カプセル型内視鏡の位置デ
ータを受信し、設定可能な要求位置からのカプセル型内視鏡の位置ズレを補正するように
ロボットアーム(１４)を自動制御することを特徴とする請求項９に記載の内視鏡装置。
【請求項１１】
　固有のコンピュータ制御は、カプセル型内視鏡のハウジングの長手方向軸(２３)に対す
る前記カプセル型内視鏡の傾斜及び/又は回転運動に対して、前記体外磁石(１３)の補正
移動を行うことを特徴とする請求項９または１０に記載の内視鏡装置。
【請求項１２】
　請求項９乃至請求項１１のいずれか１項に記載の装置によって、請求項１乃至請求項８
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のいずれか１項に記載のカプセル型内視鏡の位置補正方法において、
　重力ベクトルに対する前記カプセル型内視鏡の位置を検出するステップと、
　体外磁石と前記カプセル型内視鏡の間の相対的な位置によって誘導される前記カプセル
型内視鏡の中心軸に対する前記カプセル型内視鏡の傾斜した位置を補正するために、前記
体外磁石のＮ-Ｓ軸に対し前記体外磁石を傾斜させるステップと、
　水平線に関して前記カプセル型内視鏡の回転位置をその中心軸を回転支点として回転位
置を補正するために、前記カプセル型内視鏡の中心軸に関して水平に横切り且つ前記体外
磁石を動かすステップと、を含むことを特徴とするカプセル型内視鏡の位置補正方法。　
【請求項１３】
　傾いているカプセル型内視鏡の中心軸について前記体外磁石と前記カプセル型内視鏡と
の相対位置の影響が最小になるように、少なくとも部分的に水平に且つ前記カプセル型内
視鏡の中心軸に沿って前記体外磁石の変位が、Ｎ－Ｓ軸について前記体外磁石の傾き動作
に結びつけることを特徴とする請求項１２に記載のカプセル型内視鏡の位置補正方法。
【請求項１４】
　前記体外磁石と前記カプセル型内視鏡との間の相対的な位置は、選択的に調節できるこ
とを特徴とする請求項１２または１３に記載のカプセル型内視鏡の位置補正方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１及び９の記載による磁気駆動部を含むカプセル型内視鏡に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　磁気駆動カプセル型内視鏡は、錠剤やカプセルのように患者に飲み込まれた後、実質的
に自然な蠕動運動によって腸管(intestinal tract)に移動する内視鏡である。また、カプ
セル磁石と体外磁石とを有する磁気駆動部は、カプセルの移動及び向き(orientation)に
影響を及ぼすことができるように提供される。
【０００３】
　また、以下の本発明は、カプセル磁石として周知の極性を有する磁場を生成するように
構成されたカプセル内に集積された装置に関するものである。そのために、ソレノイド及
び永久磁石だけでなく、前記２つの可能性の１つまたは複数の組み合わせが望ましい。ま
た、この装置は、結果的に磁場を形成するために磁場を重畳させる複数の永久磁石または
複数のソレノイドから構成される。
【０００４】
　また、以下の本発明は、周知の極性を有する磁場を生成するようにカプセル型内視鏡に
よって検査される検査空間の外部に提供される装置である体外磁石に関するものである。
このために、ソレノイド及び永久磁石だけでなく前述した可能性の１つまたは複数の組合
が望ましい。また、この装置は、最終的な磁場を形成するために磁場を重畳させる複数の
永久磁石または複数のソレノイドから構成される。
【０００５】
　また、以下の本発明は、カプセル型内視鏡によって検査される検査空間に関するもので
ある。医療分野の場合、検査空間は、カプセル型内視鏡が導入される人間または動物の身
体内の管腔臓器(hollow organs)、または管腔空間(hollow spaces)と理解することができ
る。技術分野の場合、検査空間は、カプセル型内視鏡が導入される技術的システム内の管
腔空間と理解することができる。
【０００６】
　内視鏡カプセルとカプセル型内視鏡の用語は同義である。
【０００７】
　現在、商用化されている腸管検査のためのカプセル型内視鏡は、蠕動運動及び身体動作
によってもっぱら受動的に身体の内部へと移動する。従って、カプセル内に集積されたカ
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メラは、臓器壁に対して無作為に撮影をする。このようなカプセル型内視鏡を能動的に制
御できないことから、受動的なカプセル型内視鏡は単に食道及び小腸の検査のためにのみ
の臨床検査に使われ、これはカプセルボディがこれら臓器の 内腔(lumen)を完全にオープ
ンにするように構成されており、受動的通過中に集積されたカメラによって臓器壁が実質
上、完全に検出されるからである。ところで、最近の内視鏡用カメラは、最大１８０°の
パノラマ始点を可能とする、所謂魚眼技術を採用されている。
【０００８】
　しかし、胃及び大腸の検査は、臨床的に食道及び小腸の検査よりはるかに重要である。
胃及び結腸の内視鏡検査は、癌の早期発見のための特に重要な役割を果たす。今日、この
ような検査は実質的に、内視鏡シャフトを有するフレキシブル内視鏡を肛門から患者の腸
に挿入、または口から患者の胃に挿入して行われる。
【０００９】
　能動的に制御可能な内視鏡カプセルは、患者のために確かに患者により良い便利さで胃
及び結腸の内視鏡検査を容易にすることができる。
【００１０】
　外部磁場による移動及び向きの確認による能動制御は、すでにDE ３ ４４０ １７７に
開示されている。この場合、内視鏡カプセル内に集積された永久磁石は、外部的に生成さ
れた磁場によってカプセルの移動及び向き制御を可能とする。これらの磁場は、コイルま
たは第２体外永久磁石によって生成される。
【００１１】
　体外磁石として永久磁石を用いるのは、カプセル制御のために単純な体外構造物を用い
ることができる利点を有するからである。希土類磁石を用いることで、適切な力を有する
磁場を生成することができる。大きい容積にわたり均一な磁場を生成するように構成され
る空芯コイルの集合体を含むコイルシステムと対照的に、体外磁石として永久磁石または
比較的小型のソレノイドを用いる場合、体内磁石に対する体外磁石の位置及び向きが大変
重要である。これは、適切なサイズの空芯コイルを用いる場合、コイル内部の容積がカプ
セル型内視鏡を駆動させるように利用することができるためである。一方、永久磁石また
は比較的小型のソレノイドを用いる場合、磁石外部の容積がカプセル型内視鏡を駆動させ
るように使用可能である。従って、このような体外磁石はコイルシステムに比べて、点状
磁場源として開示される。従って、体外磁石として永久磁石または比較的小型のソレノイ
ドを用いる場合、カプセル型内視鏡内部の磁石に対する体外磁石の向きは重要な役割をす
る。
【００１２】
　カプセル内部の磁石として永久磁石を用いることは、単純なカプセル構造物を用いるこ
とができる利点を有する。ソレノイドとは違い、永久磁石は磁場を維持させるためのエネ
ルギー供給を必要としない。
【００１３】
　カプセルは内視鏡画像を提供するが、体外磁石の空間的な照合システム(reference sys
tem)内でその位置及び向きに関して与えられる手がかりはない。しかし、体外磁石による
集積されたカプセル磁石を含む内視鏡カプセルの制御のために、内視鏡カプセルと体外磁
石との間の相対的な位置に関する情報は、体外磁石を正確な方向に正確に移動できるよう
にする上で必要不可欠なものである。
【００１４】
　そのために、このような問題点を解決するためのカプセル型内視鏡が、従来技術により
知られている。
【００１５】
　例えば、ＵＳ ２００８/０３００４５８は、内蔵された永久磁石及び体外永久磁石を含
むカプセル型内視鏡を開示している。シリンダー型カプセルのＮ-Ｓ軸(north-south axis
)に関して、カプセル磁石はシリンダー型カプセルの中心軸に対し同軸に配置され、これ
と同様に、カプセル磁石のＮ-Ｓ軸に関して、体外磁石はカプセル磁石に対し(逆向き(rev
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erse orientation)であっても)同軸配列される。体外磁石をカプセルの長手方向に移動さ
せる場合、カプセルはこれに同調し、同時にそれによって(連動した)傾き動作がその長手
方向軸に与えられる(この軸は回転支点周辺ではない)。前記傾き動作は、基本的に体外磁
石の反対回転によって補正される。さらに、体外磁石を横に移動させる場合、同様にカプ
セルはこの移動に従う。しかし、カプセルの長手方向軸周辺で発生する(この軸を回転支
点としては発生していない)カプセルの(連動した)回転運動は、このシステムによって補
正されない。
【００１６】
　ＵＳ ２００８/０３００４５８に開示される具体的代案は、カプセルのＮ-Ｓ軸がカプ
セルの長手方向軸として正常な向きに配置されるように、カプセル内のカプセル型磁石を
配置することが開示されている。この場合、体外磁石の横方向移動時のカプセルの回転運
動は、基本的に体外磁石のＮ-Ｓ軸(Ｎ-Ｓ軸が回転支点ではない)について同じように 傾
きによって補正される。カプセルの長手方向に体外磁石を移動する場合、それ以上カプセ
ルの(連動した)傾き動作を補正できない。その他、ＵＳ ２００８/０３００４５８では、
体外永久磁石と体内永久磁石との間の相対的な位置に関する情報を提供する問題に関して
は言及されていない。
【００１７】
　さらに、ＤＥ １０ ２００７ ０３０ ７４７ Ａ１は、画像処理ユニット、データ伝送
ユニット、エネルギー源及び永久磁石だけでなく画像記録ユニットも収容されるシリンダ
ー型カプセルを含む磁気駆動カプセル型内視鏡を開示している。ＤＥ １０ ２００７ ０
３０ ７４７ Ａ１の概略図によれば、永久磁石のＮ-Ｓ軸はカプセルの長手方向に方向付
けられている。
【００１８】
　また、ＵＳ ２００４/００５０３９５ Ａ１は、カプセルのＮ-Ｓ軸がカプセルの中心軸
に対し同軸上に方向付けられるように、少なくとも１つの永久磁石が配置されるシリンダ
ー型カプセルを有する磁気誘導カプセル型内視鏡を開示している。さらに、患者の管腔空
間内でのカプセルの位置及び向きを検出するように、検出器が配置される。
【００１９】
　位置センサを利用してカプセルの移動を３次元的に制御するように構成される磁気駆動
部を有する複数のカプセル型内視鏡が従来技術におり開示されていても、すべてのカプセ
ルの解決策は、傾き動作と回転運動との間の制御性を妥協するように構成される。即ち、
複数のカプセル型内視鏡は、磁気誘導されるカプセルの長手方向の移動時に引き起こされ
るカプセルの長手方向軸(長手方向軸が回転支点ではない)に対する傾き動作の制御を提供
する。他の内視鏡は、磁気誘導されるカプセルの横方向移動時に誘導されるカプセルの長
手方向軸を回転支点として(長手方向軸に対するものではない)カプセルの回転運動に影響
を及ぼすための回転運動制御を有する。しかし、従来技術のカプセル型内視鏡では、完全
な移動制御は不可能であった。さらに、従来技術では、動作の正確な補正のために要求さ
れる体外磁石に対するカプセル型内視鏡の正確な位置を決定するための十分な解決法を提
供しない。
【００２０】
　体外磁石の移動によって極性方向が固定された集積磁石を有する内視鏡カプセルの向き
は、基本的に制限されており、これは単に２つの自由度のみがカプセル型内視鏡を方向付
けするために駆動されるからである。カプセル型内視鏡が内視鏡カプセルの直交座標（デ
カルト座標）のＸ軸に平行に方向付けられている極性の集積磁石(前述した従来技術によ
る磁石)を有すると仮定すると、内視鏡カプセルの方向付けはＹ軸及びＺ軸を回転支点と
してしか制御できない。この場合、Ｘ軸を回転支点とするカプセルの回転は、体外で生成
された磁場の極性に対するカプセル内部の磁石の極性の方向付けの変更を必要としない。
従って、Ｘ軸を回転支点とするカプセル型内視鏡の方向付けは、体外で生成される磁場を
駆動させることで制御できない。従来技術では、体外磁石の移動によって内視鏡カプセル
の直交座標の３つの軸に対する、極性方向が固定された集積磁石を有する内視鏡カプセル
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の向きを制御できるようにする技術的な解決策が提示されていない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２１】
　このような従来技術の問題点を解決すべく、本発明は、より優秀な機能を示すように磁
石及び内視鏡装置によって駆動されるカプセル型内視鏡を提供することを目的とする。本
発明は、特に内視鏡カプセルの直交座標の３つの軸に対する集積磁石を有する内視鏡カプ
セルの方向付け制御を可能とすることでカプセル型内視鏡の位置決定能力を改善させるこ
と、且つその検査の正確度を増加させることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　この目的は、請求項１の特徴を含むカプセル型内視鏡及び請求項９の特徴を含む内視鏡
装置によって達成される。本発明のさらなる特徴は従属項に記載される。
【００２３】
　本発明は、画像記録ユニット、画像データ処理ユニット、重力方向に関するカプセル型
内視鏡の位置データを提供する位置センサ、データ伝送ユニット、ユニットとセンサにエ
ネルギーを供給するエネルギー源、及び永久磁石のカプセル磁石を有する。本発明によれ
ば、カプセル磁石はカプセル型内視鏡の中心軸に対し少なくともその周辺に配置される。
本発明によれば、カプセル磁石の極性(Ｎ-Ｓ方向)は、画像記録ユニットの方向に配置さ
れる。具体的には、その周辺配置によって、カプセル磁石はカプセル型内視鏡の重心と幾
何学的中心との両方に対し片寄って配置される。
【００２４】
　カプセル型内視鏡の幾何学的中心のように、カプセル型内視鏡内の空間内の位置は、均
一な密度を持つカプセル型内視鏡の外形と一致する固体物質から構成される物体の重心に
対応するように認知される。
【００２５】
　このように配置されて方向付けられるカプセル磁石に、例えば体外磁石によって磁気力
が外部から作用する場合、カプセル型内視鏡は、一方ではその直交軸(cross axis)を回転
支点として傾かされ、他方ではその垂直軸周辺を回転支点として回転させられる。このよ
うな動作は、カプセル磁石と体外磁石との間の磁気的な相互作用から直接的あるいは排他
的に誘発される。さらに、カプセル型内視鏡の実際の重心及び幾何学的中心の両方を回転
支点とする本発明によるカプセル磁石の配置によれば、カプセル型内視鏡の長手方向軸(
画像記録ユニットの光軸に対する同軸)を回転支点としてカプセル型内視鏡の回転運動の
制御を可能とする。全体的に直交座標の３つの軸に対するカプセル型内視鏡の方向付けを
制御することで、航空機のような３次元的移動が可能となる。
【００２６】
　さらに、次の事が示される。カプセル型内視鏡は、管腔臓器内で自由に「浮く」か、あ
るいは管腔臓器壁に付近に位置することができる。前者の場合、カプセルはカプセルの長
手方向軸周辺で回転し、後者の場合、カプセルは臓器壁との接触点からはずれる。
【００２７】
　また、実際の環境下でカプセル型内視鏡は、集積されたカプセル磁石であるにもかかわ
らず体外磁石の直進運動を完全にできないように動作し、それはカプセル内視鏡と管腔空
間壁または、管腔空間壁のシワや起伏のような障害物との間の摩擦力が、カプセル型内視
鏡の直進運動を妨害する場合があるからである。
【００２８】
　すべての場合において、カプセルに対する前記回転運動を補正する磁気力を要求するた
めに、体内(永久)磁石はカプセルの重心から片寄って位置付けられるだけでなく、カプセ
ルの幾何学的中心軸に対して補助的に位置づけられなければならない。
【００２９】
　カプセル型内視鏡は、ある１つの軸の端部にシリンダー型ハウジングを有し、ハウジン
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グの長手方向軸が画像記録ユニットの光軸と実質的に一直線になるように画像記録ユニッ
トが配置される。このような形状とすることで、カプセルの飲み込みを改善し、かつ患者
の腸内でカプセルの安全性を高めることができる。画像記録ユニットは検査される管腔空
間領域で最適に方向付けされる。
【００３０】
　さらに、エネルギー源が画像データ処理ユニットとカプセル内の永久磁石との間に配置
される場合、効果的であると明らかになっている。本明細書において、それぞれの平らな
側面がハウジングの長手方向軸に平行に方向付けされる少なくとも１つのボタン電池(but
ton cell)のエネルギー源を構築することが望ましい。このようにすることで、カプセル
は特に小さい直径となり、カプセルの重心はその幾何学的中心に近くなる。
【００３１】
　別の方法としては、振動磁場を生成するために、対応する体外装置に関連した電磁気誘
導によって、エネルギー源がエネルギーを生成するように構成されるコイルを有する装置
からなることができる。このようなシステムは周知であるので、以下ではその詳細な記述
を省略する。
【００３２】
　ダクト(duct)のような管腔空間内でカプセルを移動させるために、おそらくコンピュー
タによって制御されるロボットアームに取り付けられる永久的に駆動する体外磁石を有す
る外部駆動手段が提供される。小さいサイズでありながら比較的に強い磁場を生成する永
久磁石は、特に医学的な使用に適している。
【００３３】
　また、このようなタイプの磁石は、任意の形状、例えばシリンダー型、円錐型、楕円形
、または正六面体型とすることができる。このような体外磁石は、Ｎ極とＳ極が互いの半
径距離(radial distance、(軸方向(axial distance)ではなく))だけ離れているシリンダ
ー形である。従って、体外磁石の中心軸に対して体外磁石を回転させることで、磁石のＮ
極またはＳ極が回転角に応じて、より患者に(カプセル型内視鏡に)近づくように回転し、
その結果、カプセル型内視鏡磁石のそれぞれの対極に大きい引力が作用する。この方法に
おいて、上記した発明によりカプセル磁石をなるべく配置する場合、カプセル型内視鏡の
直交軸に対してカプセル型内視鏡の傾き動作が誘発される。このような体外磁石がカプセ
ル型内視鏡を横方向に(長手方向)配置する場合、カプセル型内視鏡は体外磁石の移動によ
って、カプセルはその長手方向軸を回転支点として回転し、または臓器壁との接触点から
はずれる。本発明によれば、回転運動は、カプセル型内視鏡の重心及び幾何学的中心の両
方に対してカプセル磁石を配置することができる。
【００３４】
　画像データ及び重力に関するカプセル型内視鏡の位置データを受信するために、そして
、手動で設定可能な望ましい位置からカプセル型内視鏡の位置ズレを補正するようにロボ
ットアームを自動で制御するために、とりわけ優先的にコンピュータが使用される。これ
は、固有のコンピュータ制御(inherent computer control)が上述の構成を有する体外磁
石の補正移動を行うことで誘発され、特にカプセル型内視鏡の直交軸を回転支点としてカ
プセル型内視鏡の傾き動作のために体外磁石の長手方向軸を回転支点として体外磁石を回
転させること、そして、カプセル型内視鏡のハウジングの長手方向軸を回転支点とｓｈち
えカプセル型内視鏡の回転運動(または、外れる動作（ロールオフモーション）)のために
体外磁石の長手方向に体外磁石を直進運動させることで誘発される。したがって、体外磁
石の横方向移動によってカプセル内視鏡磁石がそれぞれの方向に引っ張られる場合、後者
は、体外磁石の直交軸（長手方向軸）を回転支点として傾き動作を同時に行うだろうが、
体外磁石の長手軸方向について体外磁石を回転させることで、コンピュータは自動で補正
を行うことができる。これは、（体内磁石の極性を横断するような長手方向について）コ
ンピュータが前後の体外磁石を入れ替えることによって独立して等しく補償されることで
、長手方向軸を回転支点とするカプセル型内視鏡の回転運動に適用可能である。
【００３５】
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　即ち、カプセル型内視鏡の重要な構成要素は、位置センサとして補助的に(カプセルの
幾何学的中心及び重心の外に)配置されるカプセル磁石であり、当該位置センサは上述に
従ってエネルギー源の特定の向き/配置を含むカプセルの他の構成要素を統合している特
定の解決策を示すものである。また、その手段は、位置及び向きがロボットにより制御で
きる体外永久磁石を有する。コンピュータはロボットを制御し、内視鏡カプセルに集積さ
れた位置センサ(例えば、３軸加速度センサ)及び操作者がカプセルを移動させるための制
御指示を入力できるヒューマンマシンインタフェース（operator-machine interface）か
らのセンサ信号(フィードバック信号)を受信する。
【００３６】
　さらに、内視鏡装置は体外永久磁石の特定の制御方法を可能とする。
【００３７】
　内視鏡カプセル内の位置センサは、重力ベクトルに対するカプセルの向きに関する情報
を提供する。前記情報はコンピュータによって処理され、上述の方式で体外磁石の補正移
動に変換される。前記体外磁石の補正移動は、操作者が直接影響を与えることなく、位置
センサが垂直線に関するカプセルの望ましい方向を出力するまで、必要に応じて、体外磁
石が長手方向及び横方向に移動しながら同時に長手方向軸を回転支点として回転する方法
で行われる。これらの補正移動は、操作者によって入力される制御指示を実現するための
最適な範囲内で、内視鏡カプセルと体外永久磁石との間の相対的な位置を維持することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１ａ】本発明の好適な実施形態によるカプセル型内視鏡の分解斜視図。
【図１ｂ】また、他の方向から見た図１ａのカプセル型内視鏡の分解斜視図。
【図２】本発明によるカプセル型内視鏡の内部構造の拡大図。
【図３】本発明の好適な実施形態による駆動手段及び制御を有する内視鏡手段の全体を示
す図面。
【図４ａ】カプセル型内視鏡と体外磁石との相互の相対位置を示す図面。
【図４ｂ】カプセル型内視鏡と体外磁石との相互の相対位置を示す図面。
【図５ａ】カプセル型内視鏡の長手方向軸に沿って移動しているカプセル型内視鏡のため
の駆動動作を示す図面。
【図５ｂ】カプセル型内視鏡の長手方向軸に沿って移動しているカプセル型内視鏡のため
の駆動動作を示す図面。
【図５ｃ】カプセル型内視鏡の長手方向軸について傾いているカプセル型内視鏡のための
(補正)駆動動作を示す図面。
【図６ａ】カプセル型内視鏡の長手方向軸について回転しているカプセル型内視鏡の回転
のための駆動動作を示す図面。
【図６ｂ】カプセル型内視鏡の長手方向軸について回転しているカプセル型内視鏡の回転
のための駆動動作を示す図面。
【図６ｃ】カプセル型内視鏡の長手方向軸について回転しているカプセル型内視鏡の回転
のための駆動動作を示す図面。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　以下、本発明を好適な実施形態について添付図面を参照しながら説明する。
【００４０】
　図１ａ及び図１ｂは、本発明の好適な実施形態による内視鏡カプセル２６の異なる構成
要素を示している。
【００４１】
　カプセル型内視鏡(以下、単に「カプセル」と称する。)２６は、収容ハウジング部材２
の一端側に半透明な材質からなるキャップ部材１が取付けられ、望ましくは２つの部材で
構成される略シリンダー型のハウジングを有する。カプセルハウジングの収容部材２には
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、カプセル２６の電子的構成要素及びエネルギー源が収容される。電子的構成要素及びエ
ネルギー源は、画像記録ユニット、この場合は光学システム４、を含み、光学システムと
しては電気プリント基板６にハンダ付けされる光感知センサ(CMOSチップ)が用いられる。
画像生成ユニットのためのプリント基板６は、光学システム４の光軸がカプセルハウジン
グの中心軸と同軸上に方向付けられ、且つ半透明キャップ１と相対するように方向付けら
れる。プリント基板６はカプセルの中心軸に垂直に配置される。
【００４２】
　画像生成ユニットのプリント基板６直すぐ後には、互いが並列に距離を置いて維持され
る２つのさらなるプリント基板７，８がプリント基板６に対して直角に配置される。図１
ｂに示される一方のプリント基板７が、データ処理ユニット１０及びデータ伝送ユニット
１２を保持する。図１ａに示される他方のプリント基板８には、重力ベクトルに対するカ
プセルの位置を決める位置センサ１６が設置される。さらに、Ｎ-Ｓ軸がカプセルハウジ
ングの中心軸(光軸と同じ)１１と同軸に延長されるように方向付けられる永久磁石５が、
電気的に絶縁されるプリント基板８上に配置される。２つのボタン電池３で構成されるエ
ネルギー源は、それぞれの平面がプリント基板７，８と平行になるように、２つのプリン
ト基板７及び８の間に配置される。２つのボタン電池３は、カプセルハウジングの長手方
向に間隔をあけて配置される。そして、情報を交換するために２つの電気的プリント基板
７，８をデータバス９によって相互に連結する形態で、プリント基板が接続される。
【００４３】
　図２にさらに明確に図示されるように、画像生成ユニット(カメラ)４の光軸は、同じよ
うに一列に配置されるカプセル２６のＸ軸(中心軸)１１と平行に配置される。従って、カ
メラ画像は上下左及び右の端部が見える(図２参照)。カメラ画像の上端部は、図３に示さ
れるスクリーン１８に表示される内視鏡画像の上端部に対応する。
【００４４】
　上述した通り、永久磁石５は、カプセル２６の上端部でカプセルの光軸１１に対して平
行に配置される。カプセル２６の上端部は、なるべく内視鏡画像の上端部に対応するカプ
セル２６の側部を示す。このような永久磁石５の配置は、カプセル２６全体の重心だけで
なくカプセルハウジングの幾何学的中心または中心軸から離れるように永久磁石５を配置
するためである。従って、永久磁石５の長手方向の配置は、上述した他の構成要素、特に
カプセル２６の長手方向に連続的に配置される２つのプリント基板７、８及びボタン電池
３によって行われる。
【００４５】
　従来の内視鏡カプセルと違い、バッテリー３はカプセル２６の中心Ｘ-Ｙ平面に連続的
に並んで配置される。このようにすることで、内視鏡カプセル２６の重心は中心軸の付近
に移動する。
【００４６】
　図３は、概略で表される患者１５の胃腸管に導入される内視鏡カプセル２６と、ロボッ
トアーム１４の先端に枢動且つ回転可能に取り付けられる体外永久磁石１３を制御するロ
ボットアーム１４と、内視鏡スクリーン１８と同様にＰＤＡ（ハンドヘルド）またはキー
ボード形態のヒューマンマシンインタフェース１９が接続されるコンピュータ１７と、を
有する内視鏡手段の全体及び内視鏡システムの全体を示す。
【００４７】
　図３に示されるように、キーボード１９は、データの送受信するために、ケーブルまた
は遠隔制御可能にコンピュータ１７に接続される。コンピュータ１７は電気ケーブルによ
りロボットアーム１４に接続される。また、カプセル２６内のデータ伝送ユニット１２に
よって転送される画像及び位置データを受け取るための図示されていない受信手段がコン
ピュータ１７に接続される。
【００４８】
　図４ａ及び図４ｂは、あらかじめ決定された(望ましい)相対位置の体外永久磁石１３及
び、概略的に表されるカプセル２６の拡大図である。体外永久磁石１３は、永久磁石１３
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の長手方向に延長されるＹ軸２１、Ｙ軸に対して直角なＸ軸２０及び垂直に延長されるＺ
軸２２を持つシリンダー形状を有する。半透明カバーキャップ１及び収容部材２を有する
カプセル２６と同時に、カプセル２６)に沿って延長されるＸ軸２３、横方向に延長され
る(水平方向のＹ軸２４及び垂直に延長されるＺ軸２５が図示されている。さらに、図４
ａ及び図４ｂに示される、シリンダー型体外永久磁石１３とカプセルハウジングとの間の
相対位置は、でたらめに決めたのではなく、あらかじめ決定される(望ましい)位置である
。従って、体外永久磁石１３のＹ軸(中心軸)２１は、カプセルのＹ軸(カプセルの中心軸
に垂直である)２４と同軸に配置される。結果、体外永久磁石１３は、カプセル内視鏡２
６のカプセルハウジング１，２に対して直角に配置される。
【００４９】
　本実施形態では、体外磁石１３のＹ軸２１が、通常、水平方向であると仮定する。
【００５０】
　図４ａ及び図４ｂに示される相対的な位置で、内視鏡カプセルは磁力の平衡状態にある
。即ち、カプセル２６は、体外永久磁石１３に対して正確に直角に配置され、且つＸ軸及
びＹ軸両方に対して同時に水平に配置される。
【００５１】
　従って、図５ａ乃至図６ｃに詳細に図示されているように、内視鏡カプセル(２６)を制
御するための特定の制御方法が図４ａ及び図４ｂから導き出される。
【００５２】
　その結果、体外永久磁石１３の極性(Ｎ-Ｓ軸)は、体外永久磁石１３のＸ軸２０(直交軸
)と平行に配置されるように選択される。上述したように、カプセル内の(体内)永久磁石
５の極性は、カプセル２６のＸ軸(長手方向軸)２３と平行に配置されるように選択される
。これより、図４ａ及び図４ｂに示されるように、シリンダー型体外永久磁石１３に対す
るカプセル２６の上述の配置が導き出される。
【００５３】
　特に図５ａ及び図５ｂの制御方法は、カプセルの長手方向におけるカプセル２６の直進
移動のために操作者によってヒューマンマシンインタフェース１９で入力されると、カプ
セルのＹ軸２４についてのカプセル２６の傾き動作を補正するために使用される。人為的
運動については、図５ｂに示されている。
【００５４】
　具体的には、図５ａは、体外永久磁石１３がカプセル真上に位置し、体外磁石１３の極
性が水平に配置される場合の、カプセル２６及びそのＸ軸(長手方向軸)２３の向きを示し
ている。このとき、カプセル２６は、カプセル内の永久磁石５の極性が体外永久磁石１３
の極性に逆平行(anti-parallel)に方向付けられる。
【００５５】
　図５ｂは、体外永久磁石１３が図５ａの望ましい状態からそのＸ軸２０、即ちカプセル
２６の長手方向にカプセル２６に対して移動する場合の、カプセル２６のきに対する影響
を示している。この場合、カプセル２６はその直交軸、即ちそのＹ軸２４に対して傾くま
たは傾斜し、カプセル２６のＸ軸２３と水平線との間に角度が形成される。このような位
置変化は、カプセル内の位置センサ１６により記録される。これらのセンサのデータは、
同時にコンピュータ１７も入手可能である。
【００５６】
　図５ｃは、操作者によらず、コンピュータ１７により自動で行われる本発明の制御方法
による体外永久磁石１３の最初の補正移動を示している。
【００５７】
　コンピュータ１７は、ヒューマンマシンインタフェース１９によりコンピュータ１７に
入力された操作者の制御信号を考慮し、カプセル内の位置センサ１６のセンサ信号に基づ
いてロボット(図示されていない)を制御する。この場合、ロボットの制御により、体外永
久磁石１３はＹ軸２１ を回転支点として回転(転がされ)し（体外磁石１３の長手方向軸
に対して傾く）、体外永久磁石１３のＸ軸２０に沿う体外永久磁石１３の直進運動(図５
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ｂ参照)により誘発される内視鏡カプセル２６の傾き動作が補正されるまで、内視鏡カプ
セル２６がそのＹ軸２４を回転支点として、即ちその長手方向軸２３に対して傾くように
する。このような状態が図５ｃに図示されている。
【００５８】
　理論上、このような制御方法は、水平線に対するＸ軸２３の傾いている位置に関するカ
プセル２６のそれぞれの定位置に対して等しく作用する。従って、定位置として図４ａ及
び図４ｂに図示される体外磁石１３に対するカプセル２６の位置は、可能なただ１つの定
位置しかない。特に、カプセル２６がそのＹ軸２４を回転支点として逆平行に回転するこ
とで、Ｙ軸２１を回転支点とした体外磁石１３の回転によって、異なる定位置が頻繁に得
られる。
【００５９】
　前記制御方法をさらに開発した有利な実施形態では、コンピュータ１７はもっとロボッ
トを制御する。その制御とはカプセル２６の人為的移動(カプセル２６のＹ軸２４を回転
支点とする回転)を最小限にすることを目的として、カプセルの長手方向にカプセル２６
の直進運動のための操作者による制御信号の適切な入力により、体外永久磁石１３がその
Ｘ軸２０に沿う直進運動に加えて、そのＹ軸２１を回転支点とする傾き動作（結合された
動作）を行うようにロボットを制御することである。前記(基本的な)傾き動作は、カプセ
ル内部に提供される位置センサ１６のセンサ信号に基づいていないけれども、カプセル２
６の人為的移動を適切に最小にするように事前に行われ、一種のフィードフォワード制御
を構成する。上述したように、カプセル２６の人為的移動のさらなる補正は、カプセル内
に提供される位置センサ１６のセンサデータに基づいて行われる。
【００６０】
　制御方法のさらに他の有利な実施形態では、コンピュータ１７は、体外磁石１３のＸ軸
２０及び水平線の間に形成される角度と、カプセル内視鏡のＸ軸２３及び水平線の間に形
成される角度との間の差に基づいて、カプセル２６上に垂直に位置するポイントから体外
磁石１３の位置のおおよその相対的偏差を計算する。カプセル２６のＸ軸２３の角度は、
カプセル内部の位置センサ１６のセンサデータからコンピュータ１７に伝えられる。体外
磁石１３のＸ軸２０の角度は、センサからのフィードバック及びロボットからの位置デー
タに基づいてコンピュータに伝えられる。体外磁石１３がカプセル２６上に垂直に配置さ
れる場合、体外磁石１３のＸ軸２０及び水平線の間に形成される角度は、カプセル２６の
Ｘ軸２３及び水平線の間に形成される角度と等しい。体外磁石１３がカプセル２６の上に
垂直に配置されない場合、偏差は体外磁石１３のＸ軸２０及び水平線の間に形成される角
度とカプセル内視鏡のＸ軸２３及び水平線の間に形成される角度との間に現れ、カプセル
２６上の垂直位置からの体外磁石１３の方向及びおおよその偏差が決定される。一方、こ
のような情報は、例えば内視鏡モニター上にグラフィックまたは数字で表示され、操作者
が使用することができる。他方、このような情報は、適切な制御信号の場合、体外磁石１
３がカプセル２６上に垂直に方向付けされるように、操作者を通じてコンピュータ１７が
ロボットを制御することを目的に用いられる。
【００６１】
　図６は、本発明による内視鏡カプセル２６を制御する他の制御方法を示す。
【００６２】
　上述したように、体外永久磁石１３の極性は、体外永久磁石１３のＸ軸２０に平行に延
長されるように選択される。カプセル磁石５の極性は、カプセル２６のＸ軸２３に平行に
延長されるようにさらに選択される。図６の制御方法は、カプセル２６のＹ軸２４が水平
に提供されるように、コンピュータ制御によって内視鏡カプセル２６上に垂直に体外永久
磁石１３が位置するように、体外永久磁石１３のＹ軸２１に沿って体外永久磁石１３を自
動で方向付けされるようにする。
【００６３】
　図６ａは、体外永久磁石１３がカプセル上に垂直に提供され、且つ体外永久磁石１３の
極性が水平である場合に、カプセル２６のＹ軸２４が同様に水平であるカプセル２６向き
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を示す。カプセル２６は、カプセル内部に提供される永久磁石５の極性が体外永久磁石１
３の極性に逆平行に方向付けられ、即ちカプセル２６のＹ軸２４が水平に方向付けられる
。
【００６４】
　図６ｂは、図６ａに図示された状態から体外永久磁石１３がカプセル２６に対しＹ軸２
１に沿って移動した場合(即ち、カプセル２６が横方向に移動した場合)の、カプセル２６
の向きに及ぼす影響を示す。この場合、カプセル２６のＹ軸２４と水平線との間に角度を
なすように、カプセル２６はＸ軸２３(カプセルハウジングの中心軸) を回転支点として
回転する。このような位置の変化はカプセル内部に提供される位置センサ１６により同様
に記録され、適切なセンサデータはコンピュータ１７が入手可能である。
【００６５】
　従って、図６ｃには、本発明による制御方法に対応する体外永久磁石１３の補正移動が
示されている。コンピュータ１７は位置センサ１６からのセンサ信号に基づいて自動でロ
ボットを制御するだけでなく、操作者によって入力される制御信号を考慮する。ロボット
のこのような制御によれば、体外磁石１３はそのＹ軸２１に沿って移動し、Ｙ軸２１を沿
う体外磁石１３の移動で誘発される内視鏡カプセルの回転(回転動作)(図６ｂ参照)が補正
されるまで、内視鏡カプセル２６はそのＸ軸２３を回転支点として回転する。
【００６６】
　前述したように、本発明によるカプセル２６内部のカプセル磁石５の特別な配置によっ
て、体外磁石１３の自動的なコンピュータ制御移動によって、誘発された傾き動作だけで
なくカプセルの回転動作を補正することができる。カプセル内部に提供される位置センサ
１６は、カプセルから推論される位置情報から体外磁石１３に対するカプセル２６の位置
を決めるように動作する。このようにして、直交座標の全３軸についてカプセル２６の向
きが制御される。体外磁石(おそらく永久磁石)１３によって生成される磁場の制御により
、空間のすべての軸で安定してカプセル型内視鏡２６を案内すると言える。また、水平面
上にカプセル２６を配置することでさえ容易に行うように、体外磁石１３はカプセル内部
に提供される位置センサ１６のセンサデータに基づいてカプセル２６上に垂直に自動的に
配置される。
【００６７】
　本発明の導出研究は、支援協約番号０３３９７０のEuropean Community's Sixth Frame
work Programme FP６-２００５-IST-５からの資金提供を受けている。
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